
議案第９１号

渋川市ふるさと文化基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和３年９月２１日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市ふるさと文化基金条例の一部を改正する条例

渋川市ふるさと文化基金条例（平成３１年渋川市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「文化遺産の保存、伝承及び活用を図る」を「文化の継承及び学

びの充実を図り、ふるさと渋川を愛する人づくりに資する」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

設置目的を見直し、より幅広く基金を活用するため、所要の改正をしよう

とするものである。



渋川市ふるさと文化基金条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 本市の文化の継承及び学びの充実を図り、ふるさと渋川を愛する人 第１条 本市の文化遺産の保存、伝承及び活用を図る

づくりに資するため、渋川市ふるさと文化基金（以下「基金」という。） ため、渋川市ふるさと文化基金（以下「基金」という。）

を設置する。 を設置する。
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